
令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

計画部門 

 

１ サンドエロージョン対策の取組状況について 

（福岡県支部：北九州市） 

本市では、近年、漏水によるサンドエロージョン現象により、他地下埋設管路に被害を与

えるケースが発生しています。 

また、サンドエロージョンは、漏水発生（地上漏水の通報）から数時間で他インフラ管を

穿孔する事例についても確認しています。 

 

現在、本市で行っているサンドエロージョン対策としては、 

 ・指定給水装置工事事業者や開発業者への注意喚起（主に口頭） 

 ・管工事において離隔が確保出来ない場合のゴムシート施工等ですが、 

再度の周知徹底が必要と考えています。 

また、他のサンドエロージョン対策の導入についても検討しているところです。 

 

つきましては、各事業体でどのようなサンドエロージョン対策に取り組んでいるか 

ご教示下さいますようお願い致します。 

 

  ＜例＞・サンドエロージョン対策を目的とした漏水調査 

     ・給水管へのポリエチレンスリーブ巻き（サンドエロージョン予防） 

     ・漏水（通報）情報の他インフラ管理者との（修繕掘削前の）情報共有 

     ・離隔が不足している箇所を発見した場合の情報共有・措置依頼 

     ・広報活動、確認書締結 など 

 

 

◆福岡県支部：福岡市 

福岡市が行っている給水管のサンドエロ―ジョン対策としては、以下のとおりです。 

  

・配水管及び給水管（分岐からメーターまでの埋設箇所）にポリエチレンスリーブを被覆 

 ・ガス管等の埋設管や構造物に近接して配管するときは，30cm 以上（ガスの高圧導管は 50

ｃｍ以上）離して布設すること。離隔が確保できない場合は，埋設物管理者と協議し防護

対策を講じること。（漏水による応急修理の場合も同様） 

 ・ポリエチレン 1層管のうち、ガス管との交差箇所をポリエチレン2層管に取替える取替工

事を計画的に行っている。 

 ・他工事の施工業者や指定給水装置工事事業者へ地下埋設協議等の際に、離隔確保の指導を

行っている。 

 

※サンドエロ―ジョン対策を目的とはしていませんが、市内全域を対象として計画的な漏水

調査を行っている。 

 

◆福岡県支部：みやま市 

 本市では指定給水装置工事事業者へ注意喚起(口頭)を行っております。 
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◆福岡県支部：宮若市 

本市では、施工業者への注意喚起を促し離隔の確保が出来ない場合ゴムシートにて対応して

います。 

 

◆福岡県支部：春日那珂川水道企業団 

 当企業団では、貴市と同様に隔離が確保できない場合のゴムシート施工等を徹底させており

ますが、それ以外にはサンドエロージョン対策の取り組みは行っておりません。 

 

◆福岡県支部：築上町 

特別サンドエロージョン対策は行っておりません。 

他埋設管がある場合は 300㎜離隔を開けるなどの対応をしております。 

 

◆大分県支部：大分市 

本市においても、数年前、サンドエロージョン現象による漏水でガス管が損傷した事故が発

生しており、それを機に次のような対策を行っております。 

 

・水道工事業者、土木工事業者、地下埋設施設事業者宛に注意喚起（資料を配布）すると共に、

本市ホームページに掲載した。 

・本市発注の水道工事や下水道工事で水道管との離隔が規定（３０㎝）以上とれない時は、ゴ

ム板や耐摩板で防護している。 

・他の地下埋設物と近接している水道管が漏水した場合は、迅速に修繕工事を行っている。 

 

◆大分県支部：杵築市 

本市におきましては、他の地下埋設管が布設されているケースが少なく、漏水により他のイ

ンフラ管を穿孔する事例は発生していません。 

 

◆大分県支部：国東市 

本市において、サンドエロ―ジョンの事例は確認されておりません。当市の施工基準では、

他の構造物（水道管等）との配管間隔は３０㎝以上としており、施工業者にも徹底するよう指

導しております。 

 

◆大分県支部：佐伯市 

当市の対策について、給水管路においては、指定給水装置設置工事事業者等に注意喚起をし

ています。配水管路においては、適正な離隔を確保するとともに、離隔が確保できない場合は、

緩衝材（ゴムシート）等を施工するようにしています。 

 

◆大分県支部：中津市 

本市においても、指定給水装置工事事業者や開発業者への注意喚起（主に口頭）に留まって

おり、特別な対策を行っていません。このため、他事業体の事例をご教示願います。 

 

◆長崎県支部：長崎市 

本市においては、サンドエロージョン対策については特に取り組んでおりません。 

 なお、配水管更新での施工業者への注意喚起（口頭）を行っています。また、給水管につい

ては、給水装置実務必携に記載し、工事事業者や開発業者への注意喚起を行っています。 
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◆長崎県支部：佐世保市 

本市の対策といたしましては、埋設時に離隔を 300ｍｍ以上取ること、現地状況により離隔

が取れない場合はゴムシート等を間に挟むよう指導しております。また、他工事立会時にも同

様に指導及び措置依頼を行っております。 

そのほかに対策は行っておりませんので、他都市の対策を参考にさせていただきたいと思い

ます。 

 

◆長崎県支部：諫早市 

本市においては、配水管及び給水管布設時に離隔の確保を行っています。 

 

◆長崎県支部：大村市 

 本市では、対策としては取り組んでいませんが、離隔を取るように指導しています。 

 

◆長崎県支部：島原市 

本市においては、事業路線に他企業の埋設物がある場合は協議し離隔を取るようにしていま

すが、どうしても離隔が取れない箇所はポリスリーブを巻く等しています。 

 

◆佐賀県支部：佐賀市 

 当市はサンドエロージョン対策として特別なことは行っておりません。水道管との離隔を

300㎜以上とるように指導しています。 

 

◆佐賀県支部：伊万里市 

現在、当市においてサンドエロージョン対策は行っておりません。 

今後、当市でもどのような対策をするか検討していく必要がある為、他事業体の対応を参考

にさせて頂きたいと思います。 

 

◆佐賀県支部：唐津市 

毎年行っている指定給水装置工事事業者講習会にて注意喚起を行っています。離隔について

は通常通りの説明を行いますが、サンドエロ―ジョンに着目した周知は行っておりません。 

 

◆熊本県支部：熊本市 

本市においても、漏水によるサンドエロージョン現象により、他地下埋設管路に被害を与え

るケースが発生しており対応に苦慮しております。 

 本市で行っている対策としては、2016 年版「水道維持管理指針」に基づき漏水修繕を行う

緊急対応業者に対しては、離隔（300 ㎜）が確保出来ない場合のゴムシート施工の指導を行っ

ておりますが、全ての指定給水装置工事事業者や開発業者などへの周知ができていない状況で

す。 

 今後は、サンドエロ―ジョン対策について本市の方針を定め、全ての指定給水装置工事事業

者への周知徹底が必要と考えております。 

本市も同様に他の事業体の事例を参考にさせていただきたいと思います。 

 

◆熊本県支部：人吉市 

当市におけるサンドエロージョン対策としては、上水道管とその他の施設の離隔を３０ｃｍ

以上とるように、問い合わせのあった事業者等へ注意喚起（口頭指導）を行っております。し

かし、写真の提供を求めておらず、また、毎回現地を確認するわけではないため、施工実態が
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どのようになっているかは不明瞭な状況です。 

 

◆熊本県支部：八代市 

当市での対策としましては配水管からサドル分水を行う際のポリエチレンスリーブ巻きと他

インフラ設備と離隔が確保できない場合の緩衝材施工（ポリエチレンスリーブ、ゴムシート

等）を行っています。 

 

◆熊本県支部：益城町 

 他のインフラとの離隔距離の確保を行っています。（300㎜以上） 

 離隔距離が十分確保できない場合、保護材（ゴムシート等）の施工となります。 

 

◆熊本県支部：御船町 

 本町においては、離隔の確保以外の対策は現在行っておりません。 

 

◆宮崎県支部：宮崎市 

 本市では、他工事立会等で他地下埋設物との離隔が確保できてない事が判明した場合は、ゴ

ムシート等を緩衝材として設置することを行っています。その他、検討していること等はござ

いません。 

 

◆宮崎県支部：日南市 

 当市におきましては、特別にサンドエロージョン対策は取っておりませんが、漏水事故をで

きるだけ回避するために、 

・漏水情報の他インフラ管理者との情報共有 

・離隔が不足している箇所を発見した場合の情報共有・措置依頼 

の２例については実施しております。 

 貴市同様、各事業体の対策を参考にさせていただければと思います。 

 

◆宮崎県支部：川南町 

 他埋設物との離隔確保以外、特別な対策は取っておりません。 

 

◆宮崎県支部：高千穂町 

 事例がありません。 

 

◆宮崎県支部：三股町 

本町においては、サンドエロージョン現象による被害事例はございません。 

 

◆鹿児島県支部：鹿児島市 

当市においては、水道管布設時において他の地下埋設物との離隔 30 ㎝を確保するように定

めていますが、中心市街地等においては下水道・ガス管・NTT・電力などが多数埋設されてい

ることもあり、離隔が確保できないケースもあります。現段階では特に対策はしていませんが、 

今後検討が必要と考えており、他都市の実例を参考にさせて頂きたいと考えております。 
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◆鹿児島県支部：奄美市 

本市においては、指定給水装置工事事業者や工事業者・他インフラ管理者への周知や注意 

喚起、また離隔等が不足している箇所があった場合の情報共有などをおこなっております。 

 

◆鹿児島県支部：志布志市 

本市の対策としては、離隔を 30cm 以上確保して頂くようお願いをしております。 

 

◆鹿児島県支部：南さつま市 

本市におきましては、サンドエロージョン現象による他埋設管に被害を与えたケースは発生

しておりません。 

指定給水工事事業者へは離隔が確保できない場合は、事前に施工方法を協議しているのが現

状であります。 

 

◆鹿児島県支部：長島町 

本町では、サンドエロージョン対策を講じておりません。 

 

◆沖縄県支部：糸満市 

 給水装置工事立会時や他企業との立会の際に離隔の確認をしています。離隔の 30cm が確保

できない場合は、耐摩耗版等を用いてサンドエロージョン対策を指示します。サンドエロージ

ョン対策を目的とした漏水調査や広報活動は実施していません。 

 

◆沖縄県支部：宜野湾市 

 本市では、指定給水装置工事事業者や開発業者への口頭による注意喚起や離隔が300mm 以上

確保できない場合は、厚さ 10mm以上のゴムシートを使用しております。 

 

◆沖縄県支部：南城市 

・指定給水装置工事事業者への口頭での注意喚起。 

・離隔が確保できない場合は保護管の設置を指示。 

・金属継手部分にはポリスリーブ又は防食テープで被覆するよう指示。 

 

◆沖縄県支部：南部水道企業団 

 当企業団は、サンドエロージョン対策として離隔の 300㎜確保を他のインフラ管理者にお願

いしています。 

 

◆沖縄県支部：読谷村 

 離隔が取れない場合は、ゴムシート施工のほか、塩ビ・鋼管等で鞘管を設置しています 
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２ 衛星画像を活用したＡＩ漏水調査における効果、課題等について 

（福岡県支部：春日那珂川水道企業団） 

（長崎県支部：大村市、熊本県支部：山都町、宮崎県支部：都城市） 

当企業団では令和２～５年度の 4か年で給水区域全域を対象に人員による漏水調査を実施

し、以下のような結果が得られました。 

・戸別音調 44,000戸 

・路面音調   470㎞ 

・漏水発見件数 104件（配水系12件、給水系 92件） 

近年では、調査期間の短縮による効率化やコスト削減、人材不足などの課題に対応すべ

く、衛星とＡＩを活用した水道管の漏水リスクを確認できる新技術を導入し、課題解決と有

収率の向上に取り組まれている水道事業体が増えていることから、当企業団でも今後の漏水

調査業務委託の方向性等について改めて検討しているところです。 

そこで、以下の点にについてご教示願います。 

（1）既に導入されている事業体 

①導入に至るまでのプロセスや技術評価 

②費用対効果及び交付金などの財源について 

  ③今後の課題、改善点など 

（2）導入されていない事業体 

①導入予定の有無、具体的な導入時期。 

 

 

◆福岡県支部：福岡市 

⑴①本市では、実証実験でよい結果が得られれば、直接、契約（公共調達）につながる前提

で公募する本市独自のスキームである「先端技術公共調達サポート事業」を活用し、人工

衛星画像を活用した水道管漏水調査を実装しました。技術評価につきましては、外部有識

者を含めた検討委員会において、漏水調査への有効性(探査能力や探査精度等)や追加オプ

ション機能、コスト等について評価しております。 

 

  ②本市では、年間約 3000km を音聴調査等による漏水調査を実施しており、人工衛星画像

を活用した水道管漏水調査等を活用することで、より効率的かつ効果的に漏水調査を実施

できるよう検討を進めているところです。また、新技術を活用することにより、漏水箇所

の早期発見・迅速な修繕対応による、道路陥没や長期断水等の２次被害拡大防止などにつ

ながり、復旧工事費用の削減等にも寄与するものと考えております。財源については、全

て単独費となっております。 

 

  ③「人工衛星画像を活用した水道管漏水調査（スクリーニング調査）」で漏水可能性エリ

アを抽出した後に、漏水箇所を絞り込んでいく仕組みとして、漏水時に発生する微小な音

圧や振動などを検知するＩｏＴセンサの活用や従来の音聴調査技術などを掛け合わせて、

より効果的な漏水調査のやり方を確立していくことが今後の課題となっております。 
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◆福岡県支部：北九州市 

⑴①本市では、概ね２年間で給水区域全域を対象として戸別音調調査及び弁栓音聴調査を

実施しています。このような中、新しい調査方法がないかを情報収集していると衛星画

像から水道水の反射特性をＡＩで解析することで漏水の可能性区域を絞った効率的な漏

水調査が実施できるとの報告があっています。そこで北九州市でも調査期間の短縮や調

査費用の削減ができるのかを検証するため、令和４年度に給水区域全体で衛星画像とＡ

Ｉを活用した漏水調査の実証実験を行いました。 

その結果は、漏水の可能性がある区域が８６６区域抽出され、その後漏水調査や市民

通報、検針時に発見したものを含めると３６７区域で漏水が発見され、漏水発見率は、

４２．４％となっています。 

 

②費用対効果：漏水発見一箇所あたりの費用が従来調査は１４３千円であったが、衛星

画像とＡＩを活用した漏水調査では、１３８千円となった。漏水発見一箇所あたり５千

円の削減となっています。財源は自主財源です。 

    

③ＡＩに学習させることで漏水発見の精度向上がさらに見込まれると説明を受けており、

今年度二度目の衛星画像とＡＩを活用した漏水調査を実施しています。課題としては、漏

水可能性区域の調査を行う専門業者の技術力に発見率が左右されることです。 

 

◆福岡県支部：久留米市 

⑴ 本市では今年度、人工衛星を活用した漏水調査に関する業務委託を発注しました。 

➀従来の漏水調査では、全域の調査（約 1,400ｋｍ）に５年を要していたため、より効

果的・効率的な漏水調査方法の確立を課題としていました。令和４年度より、漏水調査

業務の省力化・効率化、漏水箇所の早期発見による事故防止等を図るため、新技術の導

入について検討を行っており、令和５年度は、人工衛星を用いた漏水調査を実施してい

る先進地（小田原市、福島市）への視察を行いました。情報収集や聞き取り等により新

技術について一定の効果を確認し、今年度の新技術導入につながっている状況です。 

技術評価については、現在調査実施中であり、漏水疑いと判定される管路延長は全体

の約１～2割となる見込みで、調査対象の絞り込みに期待しています。 

 

②これまでの漏水調査は、直営及び委託により実施しており、専門業者への委託費に

は多くの費用が嵩んでいました。今年度の委託により、従来 5 年かかっていた全域調

査が単年で可能となったため、大幅な調査期間の短縮と費用の削減が図られると考え

ています。補足ですが、本市の今回の取組みは、人工衛星による漏水発見だけでなく、

漏水調査結果データを活用して管路劣化予測、更新計画の立案までを実証的に行うも

ので、パイロット価格での委託発注となっています。交付金については、デジタル田

園都市国家構想交付金を検討していましたが、単年度実施事業は対象外であったため、

交付金は受けておりません。 

 

③人工衛星を活用した漏水調査を今後どのような周期で実施していくのか、１回の調査

で効果が見込めるかなどの検証が必要であり、また、他の新技術の活用等も含めて今後

の運用方法が課題と考えています。 
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◆福岡県支部：福岡地区水道企業団 

当企業団では、衛星画像を活用したＡＩ漏水調査は導入しておらず、現在のところ導入の予

定はありません。 

この新技術が、漏水箇所特定の精度を満足しつつ業務の効率化、維持管理費用の縮減等につ

ながるものか関心がありますので他団体の導入事例等ご教示ください。 

 

◆福岡県支部：築上町 

⑵導入していないが、導入予定。前年度検討し、今年度実施を計画したが、予算の関係上未 

実施。 

・見積業者 アステラ 1,500 万円  

今回の研修で今後の検討も含め、他事業体の例を参考にさせていただきたい。 

 

◆大分県支部：大分市 

⑴①令和５年度に大分県が主体となり、県下１８市町村が参画し、「人工衛星による水道管

の漏水判定事業」を実施しました。本市ではその結果に基づき地上漏水調査を３エリアに

分け、令和６年度中に２エリアが完了する予定で、残り１エリアは令和７年度に実施する

予定です。現時点での結果は、１エリアの調査が完了しており、202 箇所（半径１００

ｍ）のうち漏水発見件数は 125件でした。 

 

②すべての地上漏水調査が完了していないため、費用対効果については検証しておりませ

ん。また、財源については、本市は単独費で実施しましたが、大分県及び本市以外の市町

村は「デジタル田園都市国家構想交付金」を活用しております。 

 

③衛星調査後の漏水が疑われる箇所以外の個所については調査を行わないため、漏水の確

認できない。また、衛星調査結果から地上漏水調査までのタイムラグについての対策が必

要。 

 

◆大分県支部：宇佐市 

⑴①県の支援により、全県下事業体での実施となりました。 

   ②1/2県補助、1/2市負担 

   ③当市では市内 263 箇所に対して、昨年度に 202 箇所と全体の 77％調査を実施 58 箇所約

29％の漏水疑い箇所を発見し、今年度に修繕を行いました。残りの 61 箇所につきまして

も、今年度路面音聴等の調査を行っております。昨年度の路面音聴調査の結果は、約

29％と期待していた数字ではなかったため、今後の課題にし、調査を依頼した業者と協議

していきたいと考えております。 

 

◆大分県支部：杵築市 

⑴①大分県が主導で行い、地域間連携事業として全市町村が参加。 

②管路延長 401.9kmにおいて、漏水疑いエリア 151箇所の漏水判定。 

  そのうち R5 年度においては、39 箇所調査を行い 30 箇所(76.9%)の漏水を発見しています。

財源は、デジタル田園都市国家構想交付金及び水道事業経費。 

③R7年度までに全漏水疑い地点の漏水調査を行うため、その後に評価を行います。 

 

 

 

第１部会-8



令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆大分県支部：津久見市 

 ⑴令和５年度に実施しました。 

➀本市では令和５年度に大分県主体となって、大分県下の市町村で衛星調査を行いました。

それに伴い、統一のマッピングシステムの導入等を行いました。今回実施した調査では、

指定した区間を衛星とＡＩにより半径 100ｍの範囲での漏水疑い地点を特定した後、従来

の漏水調査による再調査を行い、効率的に漏水箇所の特定を行いました。調査結果として

は、衛星とＡＩにより、漏水疑い地点数が６９箇所となりました。その６９箇所の内３６

箇所を再調査し、内３５箇所で漏水を確認することができたため、漏水発見率が９７．

２％。（宅内漏水を含む）残りの箇所については、今年度調査を計画していますが、まだ

発注できていません。 

     

②費用については、大分県下の市町村で調査延長を案分したため、本市が単独で発注した

時にどれぐらいの費用になるかは未確認の部分ではあります継続実施については、システ

ムの導入費などのイニシャルコストを除いたとしても、調査する際に発生する衛星の利用

料等がランニングコストとして発生するので、通常の漏水調査よりも割高にはなると感じ

ます。交付金については、デジタル田園都市国家構想交付金（１/２補助）を活用しまし

た。 

   

③本市のような小規模自治体が単独で実施するのは費用的に難しいと感じています。また、

ＡＩの精度を高めるためには継続利用が必要だと思いますので、単年での実施については

真の意味でＡＩを活用はできていないと感じています。 

 

◆大分県支部：中津市 

⑴①本市においても市街地エリアを４か年で調査しており、山間部の調査は出来ていなかっ

たため、大分県と共同し県下全域での衛星画像を活用した漏水調査を行った。 

  ②漏水発見率は16.4％、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用。 

  ③他市に比べ漏水発見率は低かったため、今後も継続して調査する予定。 

 

◆長崎県支部：長崎市 

本市においては、(2)①導入できるか、他の漏水調査の工法の一つとして検討を行っており

ます。 

 

◆長崎県支部：佐世保市 

⑵今のところ、導入の予定はありません。（配水量の把握をブロックで管理し、効率よく漏

水の発見に努めており、老朽管の更新を待つのみであるため、新技術に予算をかけるよりも、

老朽管の更新に費用をかけることが漏水防止につながると考えています。） 

 

◆長崎県支部：諫早市 

本市においては、導入予定はありません。 

 

◆長崎県支部：大村市 

本市でも、導入の検討をしていますので、他市の状況を参考にさせていただきます。 
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◆長崎県支部：島原市 

⑵本市においては、衛星と AI を活用した新技術ではなく、AI を活用した水道管の劣化診断

を今年度行っております。衛星画像と AI を活用した新技術はコスト面と湧水がある箇所は

見つけにくいという所から、導入は見送ったところです。 

 

◆佐賀県支部：佐賀市 

当市では現在、議題の件につきまして導入を検討しています。 

導入時期としては令和７年度を予定しています。 

 

◆佐賀県支部：伊万里市 

現在のところ導入の予定はありません。 

 

◆佐賀県支部：唐津市 

当市では導入実績がなく、検討はしておりますが現段階では他事業体の成果を参考にしたい

と考えていますので貴市同様ご教授お願い致します。 

 

◆熊本県支部：熊本市 

 ⑴①本市では、令和５年度よりＡＩを用いた漏水予測結果を漏水調査に活用しています。

（衛星画像は活用していません。）人口減少に伴う料金収入や職員数の減少、水道施設の

老朽化など、多くの課題に直面している中、コスト縮減や効率化を目指し、民間企業との

共同研究を行い、ＡＩ技術の導入の可能性や効果を検証しています。 

 

②共同研究費用は、本市及び各企業で分割しており、本市は単独費によるものです。 

③令和５年度及び令和６年度の漏水調査業務の調査範囲の設定にＡＩ予測結果を活用して

おり、現在、実際の漏水実績との比較検証を行っています。 

 

◆熊本県支部：人吉市 

⑵導入予定なし 

 

◆熊本県支部：八代市 

当市ではまだ導入の予定もございませんが、今後の漏水調査業務委託の方向性を検討するた

め、他事業体の導入事例を参考にしたいと考えています。 

 

◆熊本県支部：益城町 

現状、住民からの通報や、中央監視システムによる流量の変化等で漏水を確認、修繕を行っ

ています。衛生、AI を活用した漏水調査について将来的に導入をしたいと考えていますが、

予算の都合により、導入時期については未定です。 
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◆熊本県支部：御船町 

⑴ 令和４年度実施、令和６年度履行中 

①本町においては、限られた予算と職員で全管路の調査を行うには８年を要することに加

えて、復元漏水の発生などから有収率の向上が見込めないため導入。 

また、町の約７割が山間地区で小規模の施設を多数有し、どの施設も漏水の削減が喫緊

の課題であったため路線選別の判断材料として採用。 

 

②令和４年度は町単独事業費で行い、令和６年度はデジタル田園都市国家構想交付金を活

用。予算の関係上隔年での実施。費用対効果としては、８年分の路線選別が１年で履行で

きる。 

③漏水調査条件の悪い地理においては、漏水の疑いがある箇所としたポイントでの発見率

が悪く思うような成果が出ていない。実績が少ないことから継続的にかつ定期的に解析し

データの蓄積が必要。二次調査の受託者の技術により発見率が左右される。定期的な解析

が費用面で困難。 

 

◆宮崎県支部：宮崎市 

⑴①本市は、合併した旧４町を含め、４年で宮崎市内を一巡する計画で路面音聴調査を中心

に漏水調査を実施していましたが、毎年有収率が下がっている状況であったため、新しい

取り組みとして人工衛星とＡＩを組み合わせた漏水調査を行った。成果としても、予想し

ている範囲になっていた。 

②これまでの路面音聴調査での費用と期間に比べると安価で早いと考えている。予算は自

主財源のみ。 

③無し 

 

◆宮崎県支部：日南市 

 当市におきましては、衛星及びＡＩを活用した漏水調査は現時点では導入予定はありません。 

提案市同様、導入すべきか模索している状況で、他市の実績を参考に検討していきたいと考

えております。 

 

 

 

 

  

 

◆宮崎県支部：川南町 

 本事業体では町内の管工事組合による漏水調査を通年実施していたにも関わらず、有収率が

上がらない状態が続いていたため、今年度に初めて衛星による漏水調査を発注し、現在調査中

です。今後、調査報告や現地での漏水調査を経て、効果や課題等が挙がってくるものと考えて

おります。 

 

◆宮崎県支部：高千穂町 

今のところ導入予定はありません。 

 

◆宮崎県支部：三股町 

⑵現在、導入予定はありません。他事業体を参考にさせていただきたいと考えております。 

（参考） 

給水区域をブロック化及び年次計画により、路面音聴による漏水調査を管工事組合へ委託して

おります。 

・当市の管路延長 ５５０ｋｍ ・給水戸数 ２５，０００戸、 

・路面音聴 ３０ｋｍ／年   ・戸別音聴 ２，０００戸／年を実施。 
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◆鹿児島県支部：鹿児島市 

当市においては、衛星画像を活用したＡＩ漏水調査について情報収集している段階であり、

導入予定の有無や具体的な導入時期は未定です。他事業体様の取組み状況等を参考にさせてい

ただきたいと考えております。 

 

◆鹿児島県支部：奄美市 

本市においては、現在のところ導入予定はございません。他事業体の状況や成果等を参考に、

今後検討していきたいと思います。 

 

◆鹿児島県支部：志布志市 

周辺事業体との協調発注の調整時期によりますが、将来的に導入したいと考えております。

導入時期等については未定です。 

 

◆鹿児島県支部：南さつま市 

本市につきましては、現在導入は行っていません。今後は他事業者等の状況を鑑みながら検

討する予定です。 

 

◆鹿児島県支部：長島町 

 本町では、導入を検討中ですが、導入時期は未定となっております。 

 

◆沖縄県支部：糸満市 

 当市面積が 46.63km2 と小さく人口密度も高い。衛生とAIを用いた漏水調査を導入するには

近隣自治体と共同で導入した方が良いとの観点から未だ導入予定はありません。 

 

◆沖縄県支部：宜野湾市 

 (2)本市における導入予定はございません。 

 

◆沖縄県支部：南城市 

 (2)①導入予定はありません。 

 

◆沖縄県支部：南部水道企業団 

当企業団では導入しておりません。導入予定も現在ございません。 

 

◆沖縄県支部：読谷村 

 導入していない。具体的な導入時期も未定。 

第１部会-12



令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

 

３ 有効率向上に向けた取り組みについて 

（熊本県支部：熊本市） 

本市でも、経済的及び地下水資源の効率的な利用を目指し、毎年、漏水調査及び一般通報

による漏水修理を約２，５００件実施し、有効率向上に向け取り組んでいるところですが、

有効率の向上に大きく反映している状況にありません。 

本市では、漏水量の算出及び無收有水量（洗管用・消防用等）は、推定量から算出を行って

おります。漏水調査時の推定量を集計し、下記の計算でを採用しています。 

各事業体での漏水量の算定や有効率の算定手法をご教授ください。 

 

推定防止量（年間）の計算 

・漏水調査分 推定防止量（㎥/日）×365日 

・一般受付分 推定防止量（㎥/日）×90日 

 

 

◆福岡県支部：福岡市 

 有効率は，浄水場から配水する年間の総配水量から漏水などを除いた有効水量の割合として

おります。有効水量の計算式は以下のとおりです。 

 

  

 

 

 

漏水量は、直接測ることができないため、全体給水量から、有効水量や調定減額水量、水道

施設の損傷などによって無効になった水量などを差し引いて算出しております。漏水量の計算

式は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

◆福岡県支部：久留米市 

本市は、漏水調査及び一般通報による漏水修繕を約５００件実施しており、有効率向上に向

け取り組んでいます。貴市同様、有効率の向上に大きく反映している状況にありません。 

本市では、漏水量の算定や有効率の算定方法は下記のようになっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効水量（年間）の計算 

・有収水量：水道料金などの収入に結びついた水量 

・無収水量：管洗浄用水、メーター不感水量と言った料金徴収の対象とならない水量 

・有効水量：有収水量 ＋ 無収水量 

 漏水量（年間）の計算 

・漏水量：年間総配水量 ― 有効水量 ― 調定減額水量等 

 推定漏水量（年間）の計算 

・漏水調査分 推定漏水量（㎥/日）×180日 

（漏水調査から修繕完了までの平均的な日数を調査した結果より 180日とした。） 

・一般受付分 推定漏水量（㎥/日）×30日 

 （市民通報から修繕完了の平均日数を調査した結果より30日とした。） 
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有効率の計算 

 

 

◆福岡県支部：飯塚市 

本市では大きい漏水については配水量の変化で推定をしていますが、小さい漏水については

目視で推定し、算出しています。日数については考慮していません。 

 

◆福岡県支部：宮若市 

漏水量の算定は、漏水調査による漏水推定量（㎥/時）から１年間当たり漏水量を算出して

います。一般の漏水量算出について、配水流量計で漏水量の確認ができる場合は１日当たりの

漏水量にて計算しています。 

 

◆福岡県支部：春日那珂川水道企業団 

当企業団では、漏水量の算定については、「推定漏水量（㎥/日）×365 日」で計算しており

ます。また、有効率の算定については、「有効水量÷配水量×100」で計算しており、有効水

量については、有収水量に洗管や消火栓使用水量分を加味して算出を行っております。 

 

◆大分県支部：大分市 

漏水量については、総配水量から有収水量及び調定減額水量を差し引いて算出しています。 

有効率は、有収水量に無収水量を加えた有効水量から算出しています。無収水量は、洗管水量

やドレン排水などを箇所ごとに測定して算出しています。 

 

◆大分県支部：宇佐市 

漏水量の算定…当市では、無収水量をもって漏水量を推定しております。 

有効率の算定手法…無収水量を配水量の１％と推定して算出しております。 

          有効率＝（年間有収水量＋年間無収水量）÷年間配水量×100。 

 

◆大分県支部：日田市 

本市においては、下記の計算で行っております。 

・漏水量（㎥/年）＝ 年間の配水量（㎥/年）- 年間の使用水量（㎥/年） 

・推定防止量 漏水調査分（㎥/年）＝推定防止量（㎥/日）×365日 

・推定防止量 一般受付分（㎥/年） 

＝1件あたりの漏水量を3㎥/日×一般受付分の修理件数×365日 

・有効率（％）＝有効水量（㎥/年）÷ 年間の配水量（㎥/年） 

  有効水量の内訳の一つである無収有水量は、貴市同様に推定量から算出しています。 

 

（令和 6年度版 久留米市上下水道事業統計年報） 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆大分県支部：豊後大野市 

漏水量：年間配水量－年間有収水量 

有効率：有収率の数値を用いています。（無收有水量の換算なし） 

 

◆大分県支部：豊後高田市 

本市において、年間漏水箇所は 30 件程度（給水管１次側）であり、当日修繕しているため、

漏水量や有効率の算出は計算していない状況です。 

 

◆長崎県支部：長崎市 

本市においては、 

 漏水調査分は、推定防止量（m3/日）×182.5日（半年） 

 一般受付分は、推定防止量（m3/日）×1日 

 

◆長崎県支部：佐世保市 

 （漏水量）本市におきましては総配水量から有効水量等を差し引いた残量を漏水量としてお

ります。なお、修繕記録調書には推定量(m3/h)×発見から修繕までに要した時間

(ｈ)を記録しています。 

  

（有効率） 

  有効率＝有効水量／総配水量 

配水量 

 有効水量 

 有収水量 

 料金水量 水道メーター 

その他 消防用水量（消防局からの報告） 

無収水量  

 ﾒｰﾀｰ不感水量 配水量の2% 

局事業用水量 庁舎使用水量（メーター） 

工事用、洗管、常時放水（推定量） 

その他 宅内漏水等の減免水量 

無効水量 

 調定減水量 濁水による減免水量 

漏水量 総配水量－漏水量以外の水量 

その他 過失水量（推定量） 

 

◆長崎県支部：諫早市 

本市においても、漏水量の算出及び無收有水量（洗管用・消防用等）は、推定量から算出を

行っております。 

 

◆長崎県支部：大村市 

本市では、漏水及び洗管時は目測等による推定量で集計している状況です。消防用について

は、毎月消防関係部署から報告を受けた水量を集計し、年度末に関係部署に請求をしています。 

有収率向上としていますので、総配水量から料金調定水量で算出しています。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆長崎県支部：島原市 

本市では下記水量での算定方法になります。 

・漏水調査分 推定防止量（㎥/日）×365日 

・一般受付分 推定防止量（㎥/日）×（発見から修理までの日数） 

・他に無收有水量として配水量の1％を計上しております。 

 

◆佐賀県支部：佐賀市 

説明の都合上、有効率を先に記載しております。 

・有効率の算定手法 

●有効率＝有効水量①÷配水量 

①有効水量＝②有収水量＋③無収水量 

②有収水量；料金等により収入があるもの 

③無収水量＝メーター不感水量＋局事業用水量＋その他無収水量 

※メーター不感水量；(料金水量＋減免水量)×２％ 

※局事業用水量；管洗浄水量 

※その他無収水量 ；公園、公衆トイレ、消防用水等の収入がない水量 

 

・漏水量の算定方法 

●漏水量＝無効水量①－(調定減免水量＋その他無効水量②) 

①無効水量＝配水量－有効水量（上記①） 

②その他無効水量；他事業による管破損の漏水量等であって、他に起因する水道施設の

損傷等により無効となった水量及び不明水量…0.7%固定(算定根拠不明) 

【図解】 

 
 

◆佐賀県支部：伊万里市 

漏水流量の算出 

・漏水修理 修理前日夜間最小配水流量(㎥/ｈ)- 修理後日夜間最小配水流量(㎥/h) 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆佐賀県支部：唐津市 

当市では、漏水調査で漏水を発見した場合は、漏水音の程度で調査員の推測による１時間当

たりの漏水量を算出し、それを 1年間の漏水防止量に変換したものを推定防止量としています。 

（推定漏水量㎥/h×24h×365日） 

通報による一般受付の漏水量は以下のとおりです。 

配水管：件数×0.1㎥/h×24h×365日 

給水管：件数×0.06㎥/h×24h×365日 

いずれにせよ明確な根拠がなく苦慮しています。貴市同様ご教授お願いします。 

 

◆熊本県支部：熊本市 

 議題提案都市 

 

◆熊本県支部：人吉市 

当市では漏水による推定量は有効率の算定には含まれておりません。 

 

◆熊本県支部：八代市 

当市では無収水量を総配水量から推定（係数を乗じる）したうえで有効率の算定を行ってい

ます。 

 

◆熊本県支部：益城町 

 中央監視システムの流量値や水道料金減免による認定減額水量などを勘定して算出を行って

います。 

 

◆熊本県支部：御船町 

本町においては、貴市の参考となる有効な算定方法は持ち合わせておりません。 

 

◆宮崎県支部：宮崎市 

 ・漏水調査分 推定防止量（㎥/日）×365日 

 ・一般受付分 推定防止量（㎥/時）×発見時から修繕日の日数×24ｈ 

 

◆宮崎県支部：日南市 

 当市におきましても、毎年漏水調査及び一般通報による漏水修理を約５００件程度実施して

おります。しかしながら、老朽管更新が思うように進まないため、貴市同様有収率の向上に大

きく反映している状況にありません。 

 当市の算定方法については以下のとおりです 

  

 

 

 

 

 

◆宮崎県支部：川南町 

 推定防水量の算出はしておりません。無収有水量についても算出根拠はなく、おおよその量

を計上しています。 

 

漏水量の計算 

 口径別標準吐出量×１時間＝漏水量とみなしています。 

 漏水修繕及び本管切替の洗管の際の無収有水量 

 口径別標準吐出量（㎥/ｈ）×洗管時間（ｈ）＝無収有水量 

  消防用の無収有水量については、消防本部から月毎に報告 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆宮崎県支部：高千穂町 

・漏水量の算定は行っていません。 

・有効率の算定手法について 

① 総配水量 

② 有収水量 

③ 無収水量（防火水槽等） 

  ②+③＝④有効水量 

  ④÷①×100＝有効率 

  

◆宮崎県支部：三股町 

本町では、漏水量の算定は無収水量を割合から推定で算定しております。有効率については、

有収水量＋漏水以外の無収水量/年間配水量で算定しています。 

 

◆鹿児島県支部：鹿児島市 

当市におきましては、漏水量・有効率は下記のように算定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当市におきましては、無収有水量は推定量で算出し、有効率の算定しております。 

 

◆鹿児島県支部：奄美市 

本市では、漏水量の算定は下記のとおりとしております。 

漏水量＝総給水量－有効水量－調定減額水量 

 

◆鹿児島県支部：志布志市 

漏水量の算定方法につきましては、総配水量から有効水量（料金水量、消防用水量、洗管水

量及びメーター不感水量）を差し引き、無効水量を算出いたします。そこから、調定減額水量

を差し引いた分を、漏水量として算定しております。消防用水量、洗管水量及びメーター不感

水量につきましては、推定量から算出を行っております。 

有効率の算定方法につきましては、有効水量/総配水量で算出しております。 

 

◆鹿児島県支部：南さつま市 

本市におきましても同様に漏水調査時の推定量にて算定しております。 

  

◆鹿児島県支部：長島町 

本町では、漏水調査時の状況を加味し、状況に応じた算出を行っております。 

 

 

 

 

漏水量の算出について 

①一般通報分について 

・基本的には一般通報分の漏水量は算出しませんが、総漏水量を把握しております。 

総漏水量¬＝給水量－有効水量－調停水量 

②漏防分について 

・現場に応じて測定可能な場所なら、修繕時に測定し、測定不能なら推定値で求めてい

ます。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆沖縄県支部：糸満市 

 当市は沖縄県企業局から全量受水し、配水ポンプ場 2箇所(送配ポンプ場１箇所含)、配水池

5 箇所より配水している。また、配水ブロック化によりエリア毎に配水量を計測しており、早

期の漏水発見が可能であるため、有収率 94％程度で推移している。無収水量の算定は特段無

く、無効水量に関しては下記とおり算定している。 

 ・配水本管推定漏水量：4.8m3/H 

・配水支管推定漏水量：1.2m3/H 

・給水管推定漏水量 ：4.8m3/H 

 ※夜間配水量増加→漏水調査→修繕 そこまでの時間を漏水時間と算定 

 

◆沖縄県支部：宜野湾市 

 本市では、洗管時の有効無収水量は量水器にて計測して算出しております。漏水量の推定は、

漏水調査担当者の経験により推定量を算出しているため、他事業体の手法を参考にしたい。 

 

◆沖縄県支部：南城市 

 当市では推定量からの算出は行っていません。 

 

◆沖縄県支部：南部水道企業団 

 漏水調査分の推定防止量の算出は当企業団ではおこなっておりません。 

 

◆沖縄県支部：読谷村 

無収水量のうち、洗管や消防用について報告があった水量分のみ算入しております。漏水の

推定量の算出は行っておらず、その他不明水量として無効水量に含まれています。また、有効

率は特に算定しておりません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

４ 配水量分析に使用する総配水量の算出について 

（宮崎県支部：都城市） 

本市では、配水量分析に使用する総配水量は機器の故障以外は計測された値を真の値とし

て使用しますが、流量計の精度は機種や口径、流量によって精度が左右され、その精度によ

り配水量が大きく変われることで有収率に影響します。 

つきましては、配水量の算定にあたり流量計の計測値に精度、誤差を考慮した算出基準等

ございましたらご提示願います。 

 

 

◆福岡県支部：福岡市 

福岡市では、配水量の算定にあたり、流量計計測値の精度や誤差を考慮した算出基準等はあ

りません。毎年１回流量計等の点検を行い、正常に機能するように維持管理を行っています。 

 

◆福岡県支部：久留米市 

ありません。 

 

◆福岡県支部：飯塚市 

本市では、配水量の算定にあたり流量計の計測値を真の値としております。本市においても、

流量計の精度をどのように評価すべきか悩んでおりますので、ご知見をお持ちでしたらご教示

いただけると幸いです。 

 

◆福岡県支部：古賀市 

本市においても、計測された流量を真の値としています。 

 

◆福岡県支部：みやま市 

 本市では、精度、誤差を考慮した算出基準は設けておりません。 

 

◆大分県支部：別府市 

当市では、貴市同様、計測された値を真の値と使用しており、流量計の精度や誤差を考慮し

た算出基準は設けておりません。現在、配水池に設置している配水流量計は主に電磁又は超音

波流量計を使用しており、計画配水量を参考に精度が高い（誤差が少ない）最適な口径を選定

しています。 

また、年 1回の頻度で専門業者によるループ試験（本体から模擬信号を入力し正しい計測値

が表示されるか試験をおこなう）等の精密点検で精度を確認していることから、流量計の値は

そのまま配水量として誤差を考慮しない真の値として使用しています。 

 

◆大分県支部：臼杵市 

 本市におきましても配水池に流量計を設置し、計測された数値を真の値として使用していま

す。また、配水量の算定にあたり流量計の計測値に精度、誤差を考慮した算出基準等はござい

ません。 

 

◆大分県支部：日田市 

本市におきましては、貴市同様に計測された値を真の値として使用しています。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆大分県支部：豊後大野市 

事例がありません。 

 

◆大分県支部 日出町 

 流量計の制度、誤差などは考慮せず計測された数値を正としています。 

ただし、明らかに異常値が出た際には原因を確認し、機械的な誤動作などによるものであれ

ば数値を参考としないものとして除外いたします 

 

◆長崎県支部：長崎市 

本市においては、計測値の精度、誤差を考慮せず表示された数値を採用しています。 

 

◆長崎県支部：佐世保市 

本市においては、算出基準等は設けておりません。 

 

◆長崎県支部：諫早市 

本市においては、流量計計測値の精度、誤差を考慮した算出基準等はありません。 

 

◆長崎県支部：大村市 

本市でも計測された値を真の値として使用しています。精度や誤差を考慮した算出基準等は

ありません。 

 

◆長崎県支部：島原市 

本市においては該当ありません。 

 

◆佐賀県支部：佐賀市 

当市では流量計の計測値を基本的に使用しており、質疑のような算出基準はありません。 

 

◆佐賀県支部：伊万里市 

当市では誤差を考慮した算出は行っておりません。 

 

◆佐賀県支部：唐津市 

本市では総配水量の算出は浄水場から直接送水される一次配水池(親配水池)の配水流量の合

算で算出しています。ただし、使用状況による配水流量の増減や一部差圧式配水流量計が存在

するため、精度の低さが原因と思われる送水量と配水量の逆転現象が起こることがありました。    

現在は、配水池水位、送水量、断面積を採用し数式により算出することで、おおむね適正な数

値となりました。 

○配水池配水流量＝送水流量＋（前日配水池24時水位－当日配水池 24時水位）×断面積 

 

◆熊本県支部：熊本市 

本市でも、総配水量の算定については、貴市同様、対応に苦慮しております。 

配水量の算定における流量計の計測値についての算出基準等は設けておりませんが、他事業体

で事例がありましたら、参考にさせていただきます。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆熊本県支部：人吉市 

当市においても貴市と同様に配水流量計の故障以外は計測された値を使用しておりますので、

誤差を考慮した算出基準等はございません。 

 

◆熊本県支部：八代市 

 当市でも総配水量は計器による積算値としており、算出基準等はございません。 

 

◆熊本県支部：益城町 

 本市同様、計測された値を元に算出しています。 

 

◆熊本県支部：御船町 

本町においては、該当する事例がありませんが、精度向上を図るため現在流量計の更新を行

っているところです。 

 

◆宮崎県支部：宮崎市 

貴市と同様に、総配水量は流量計で計測された値を真の値として使用しています。本市では、

流量計の測定精度、誤差を考慮した算出基準等はありません。 

 

◆宮崎県支部：日南市 

当市におきましては、流量計の計測値に精度、誤差を考慮した算出基準等はありません。 

 

◆宮崎県支部：川南町 

 計測値を真の値とし、管種、管径等を考慮した補正等は行っておりません。 

 

◆宮崎県支部：高千穂町 

 該当なし。 

 

◆宮崎県支部：三股町 

 本町は、計測された数値のみで計算しており、計測値に精度・誤差を考慮した計算を行って

おりません。 

 

◆鹿児島県支部：鹿児島市 

当市でも、誤差を考慮した算出基準等は設けておりません。他事業体の事例を参考にさせて

頂きたいと考えております。 

 

◆鹿児島県支部：奄美市 

本市においては、配水量の算定にあたり流量計の計測値に精度、誤差を考慮した算出基準等

は設けておりません。 

 

◆鹿児島県支部：志布志市 

貴市と同様に、機器の値を真の値として使用しております。 

 

◆鹿児島県支部：南さつま市 

本市につきましては、特に誤差を考慮した算出基準はありません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆鹿児島県支部：長島町 

本町では、計測された値を真の値として使用しております。 

 

◆沖縄県支部：糸満市 

 考慮せず算出している。 

 

◆沖縄県支部：宜野湾市 

 当事業体は、沖縄県企業局から 100％受水している受水事業体のため、県企業局から受水し

ている水量をそのまま配水量分析の配水量としています。 

 

◆沖縄県支部：南城市 

 事例がありません。 

 

◆沖縄県支部：南部水道企業団 

 当企業団では配水量の算出基準はございません。 

 

◆沖縄県支部：読谷村 

 本村は 100％浄水受水のため、県企業局の給水量をそのまま配水量分析で使用しています。

そのため、配水量の算定基準はございません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

 

５ 委託業務における成功報酬・成果報酬の導入について 

（鹿児島県支部：鹿屋市） 

本市では、新規水源開発を行う場合、電気探査→ボーリング調査→井戸掘削、揚水試験を

行っております。新規水源開発は非常に困難であり、予定していた成果が得られない場合が

多々あります。しかしながら、成果に関わらず受託者に全額支払いをしている状況です。 

つきましては、委託業務で成功報酬・成果報酬を導入している事業体がございましたら、

その内容や報酬に対する積算方法をご教示願います。 

 

 

◆福岡県支部：久留米市 

本市においては、成功報酬・成果報酬について導入しておりません。 

 

◆福岡県支部：飯塚市 

本市では委託業務で成功報酬・成果報酬を導入した事例がありません。 

 

◆福岡県支部：古賀市 

本市では成功・成果報酬は導入しておりません。 

 

◆福岡県支部：宮若市 

本市では、委託業務での成功報酬・成果報酬などは導入していません。 

 

◆福岡県支部：春日那珂川水道企業団 

当企業団では、業務委託において成功報酬や成果報酬を導入し契約した事例はありません。 

 

◆大分県支部：別府市 

当市でも、貴市同様、成果が得られない場合であっても全額支払いをしております。 

新規水源開発に伴う委託業務で成功報酬を導入している事業体がありましたら、併せて御教

示願います。 

 

◆大分県支部：臼杵市 

本市において、平成２６年度を最後に新規の水源開発は行っておりません。その時は、予定

していた成果が得られた為、受託者に契約金額の全額をお支払いしております。 

また、本市におきましては委託業務で成功報酬・成果報酬は導入しておりません。 

 

◆大分県支部：日田市 

本市におきましては、成功報酬・成果報酬は支払っておりません。 

 

◆大分県支部：由布市 

本市では、成功報酬・成果報酬の導入は行っていません。つきましては、他自治体での事例

がありましたら参考にさせていただければと思います。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆大分県支部：玖珠町 

当町では現在新規水源開発に伴う調査は予定しておりませんが、本調査に伴う業務委託料に

ついては、委託者にも費用が発生しますので、成果にかかわらず受託者に全額支払いをすべき

と考えます。 

 

◆長崎県支部：長崎市 

本市においては、成功報酬・成果報酬を導入しておりません。 

 

◆長崎県支部：佐世保市 

本市では、導入しておりません 

 

◆長崎県支部：諫早市 

本市においては、導入予定はありません。 

 

◆長崎県支部：大村市 

本市でも、委託費は成果に関わらず全額支払いをしています。成功報酬や成果報酬等は導入

していません。 

 

◆長崎県支部：島原市 

本市においては、過去の調査業務委託にて成功報酬・成果報酬を導入した事例がありません。

他事業体の事例を参考にさせていただきます。 

  

◆佐賀県支部：佐賀市 

当市では新規水源開発に伴う成功報酬・成果報酬は導入していません。 

 

◆佐賀県支部：伊万里市 

当市では漏水調査業務委託を行っていますが、成果に関わらず受託者に全額支払いをしてい

ます。現在のところ委託業務で成功報酬・成果報酬を導入する予定はありません。 

 

◆佐賀県支部：唐津市 

導入実績はございません。 

 

◆熊本県支部：熊本市 

本市では、成功報酬・成果報酬は導入しておりません。 

新規水源として井戸を開発する場合、本市では調査業務により場所を確定した後、井戸掘削

工事を発注しております。井戸掘削時の深度変更や揚水試験結果によるスクリーン位置の変更

等が必要な場合、通常の設計変更を行っております。 

 

◆熊本県支部：人吉市 

当市では成功報酬・成果報酬を導入しておりません。 

 

◆熊本県支部：八代市 

 当市では報酬制度を導入してございません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆熊本県支部：益城町 

 事例がありません。 

 

◆熊本県支部：御船町 

本町においては、成功報酬・成果報酬は導入しておりません。 

 

◆宮崎県支部：宮崎市 

 事例ありません。 

 

◆宮崎県支部：日南市 

 当市におきましては、委託業務で成功報酬、成果報酬を導入している案件はありません。  

 

◆宮崎県支部：川南町 

 事例がありません。 

 

◆宮崎県支部：高千穂町 

事例がありません。 

 

◆宮崎県支部：三股町 

 本町では、成功報酬・成果報酬を導入しておりません。 

 

◆鹿児島県支部：鹿児島市 

当市では、委託業務で成功報酬・成果報酬を導入した事例はございません。 

 

◆鹿児島県支部：奄美市 

本市においては、委託業務で成功報酬・成果報酬を導入しておりません。他事業体において、

実績等がございましたら今後の参考にさせて頂きたいと思います。 

 

◆鹿児島県支部：志布志市 

成功報酬・成果報酬を導入しておりません。 

 

◆鹿児島県支部：南さつま市 

本市におきましても、成果に関わらず全額支払いを行っております。 

 

◆鹿児島県支部：長島町 

本町では、委託業務における成功報酬及び成果報酬を導入しておりません。 

 

◆沖縄県支部：糸満市 

 全量受水のため自己水源開発は実施していない。 

 

◆沖縄県支部：宜野湾市 

 本市では、事例がありません。 

 

◆沖縄県支部：南城市 

 浄水受水のため自己水源がなく、事例がありません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

 

◆沖縄県支部：南部水道企業団 

 当企業団では、委託業務での成功報酬・成果報酬は導入しておりません。 

 

◆沖縄県支部：読谷村 

 本事業体は、県企業局より 100％受水しているため、水源開発を行っておりません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

 

６ 水道管破損等に伴う賠償金の取扱について 

（鹿児島県支部：鹿屋市） 

本市では、国、県及び市が行う道路工事等や民間工事おいて地下埋設物の調査不足によ

り、水道管を破損する事例が年間に数件発生しております。修理費は、原因者に請求してお

りますが、破損に伴い流失した水道代や断水通知やバルブ操作を行った際の職員の労務費等

については、請求していないところです。 

つきましては、以下についてご教示ください。 

（1） 原因者に対し修理費以外を請求している事業体がございましたら、その内容や積算

方法をご教示ください。 

（2） 第三者により、水道管等を破損した場合の損害賠償金等の取扱要領があればご教授

ください。 

 

 

◆福岡県支部：北九州市 

本市では、水道管を破損した場合の損害賠償金の取扱要領は定めておりません。 

ただし、他工事が水道管を破損した場合の修理費等は、本市上下水道局で定めている「受

託・負担金工事事務取扱要領」に基づき、外注費（修繕費）のほかに、バルブ操作費、広報費、

事務費、洗管費等を請求しています。 

 「受託・負担金工事事務取扱要領」は、局外者の委託を受けて行う、依頼者の施設を設置す

る工事や支障物件移設工事における事務取扱を定めたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 〇各費用の例（抜粋） 

バルブ操作費 8時 30分～17時 15分まで、延長500ｍ未満、口径 200㎜未満 

      １回につき35,000円（税抜） 

  広報費    8 時 30分～17時 15分まで、延長 500ｍ未満 

         １回につき 14,000 円（税抜） 

  事務費     

          
  洗管水量費  延長 500ｍ未満、口径 200㎜未満の水量 20㎥  

         20㎥×169円（上水道事業の場合） 

〇他工事破損の算定例 

工事費＝設計調査費＋支給材料費（管弁類）＋請負工事費＋バルブ操作費＋広報費 

事務費＝工事費を基に算定 

請求額＝工事費＋事務費＋洗管費（洗管水量費、漏水水量費、（応急）給水水量費） 

＋給水車出動費 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆福岡県支部：久留米市 

 ⑴本市は、貴市と同様に請求をしておりません。 

 ⑵本市は、貴市と同様に損害賠償金等の取扱要領はありません。 

 

◆福岡県支部：みやま市 

 本市では、市職員派遣費、損失水費などを請求しております。取扱要綱を定めております。 

 

◆福岡県支部：宮若市 

⑴修繕費以外は、請求していませんが今後の検討課題だと認識しています。 

⑵取扱要領等は御座いません。 

 

◆福岡県支部：福岡地区水道企業団 

⑴当企業団では、最近 10 年間は、他企業による管路施設の破損事故の事跡はございません。 

⑵当企業団では、損害賠償金等の取扱要領は定めておりません。 

 

◆大分県支部：別府市 

 ⑴当市も同様に修理費のみを請求しています。 

 ⑵特にありません。 

 

◆大分県支部：佐伯市 

当市では、工事等に伴う水道管の破損について、貴市と同様に修理費以外を原因者に請求し

ていません。 

また、第三者により、水道管等を破損した場合の損害賠償金等の取扱要領については、当市

でも作成を検討していますが、現在は作成できていません。 

 

◆大分県支部：竹田市 

⑴本市では原因者に対し修理費以外の請求はしていません。 

⑵特にありません。 

 

◆大分県支部：由布市 

⑴本市では、基本的に原因者による原形復旧の指示をしています。修理費以外の請求につい

ては、行っていません。 

⑵本市では、取扱要領について定めておりません。 

 

◆大分県支部：九重町 

⑴本町では、貴市と同じく請求を行っておりません。 

⑵要領等はございません。 

 

◆長崎県支部：長崎市 

⑴公道上における第三者に起因する修繕工事費は、材料費、労務費及び必要な経費並びに漏

水・放水量に係る費用の合計額とし、宅地内での解体工事等による給水管破損の場合は、材

料費及び労務費を請求しています。 

⑵取扱要領はありません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆長崎県支部：佐世保市 

本市においても、過失が多発しております。過失業者には確認書・工事依頼書を提出しても

らい、Φ50 以下は原因者負担で業者（指定業者）を手配後、職員立会での修繕工事を行って

います。Φ75 以上は直営で修繕を行い復旧費用（工事費・材料費・漏水・放水水量等）の請

求をしています。 

Φ50 以下においての軽微な立会費（ﾊﾞﾙﾌﾞ操作・漏水量等）の請求はしていませんが、過失

に伴い断水・濁水範囲が広域になり給水車の手配が必要な場合や、洗管を多数の職員が行った

りした場合には労務費等の請求をしています。  

 

◆長崎県支部：諫早市 

⑴本市においては、毎年、水道課職員の基本給より１時間当たりの労務単価を算出し、 

漏水量の水道料金相当額と併せて請求しています。 

⑵本市においては、独自ではあるが、事務取扱を定めています。（別紙資料参照） 

 

◆長崎県支部：大村市 

⑴本市では、職員の時間当たりの人件費を算出し、推定水量とともに請求しています。 

⑵「水道施設等の損害事故に伴う損害賠償事務取扱要領」を平成３０年から施行して、取扱

をしています。 

 

◆長崎県支部：島原市 

⑴本市におきましても、修理費以外は請求していないところです。 

⑵取扱要領等はありません。 

 

◆佐賀県支部：佐賀市 

当市では、水道管破損に伴う修繕費の取扱に関する要綱を定め、平成 14 年６月 1 日から、

施行しています。修理費以外に漏水費、洗浄費、職員出動費を請求することがあります。 

詳細は別紙のとおり 

 

◆佐賀県支部：伊万里市 

 当市では原因者に対して職員の労務費と損害水量を算出して請求しております。 

積算方法については別紙資料を添付しますので、そちらを参考にしてください。 

 

◆佐賀県支部：唐津市 

⑴当市では「唐津市水道管破損事故の費用負担に関する要綱」を制定しており、要綱に基づ

き費用を請求しています。 

概要としては、①漏水した水道代（給水単価）②洗管に要した水道代（給水単価）③バル

ブ操作等の人件費（普通作業員の時間単価）④給水車等の車両損料・燃料費（人件費の

30％）を計上し請求しています。なお、修繕工事自体については破損者が市指定給水装置工

事事業者を手配し自費で修繕するよう指示しています。 

⑵⑴のとおりです。 
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◆熊本県支部：熊本市 

 ⑴本市においては、修繕費として次に掲げる費用等の合計額を請求しております。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵「熊本市上下水道局配水管等の移設工事等及び破損修繕等の費用負担に関する要綱」を提

供いたします。 

 

◆熊本県支部：人吉市 

当市においては「人吉市水道施設の損傷等に係る損害賠償額の算定基準及び事務取扱いに関

する規定」を定めております。 

⑴「損失水費」として、損傷等に伴う漏水量及び汚濁防止のための洗管水量の合計水量を損

失水量として算出した水量に一時用水道料金１立方メートル当たりの金額（３１４．６円）

を乗じた額。 

「人件費」として、当該年度４月の普通作業員の１時間当たりの単価に従事時間と人数を

乗じた額。 

上記の「損失水費」と「人件費」の合計を損害賠償金額として請求しています。 

 ⑵当該事故による水道施設の損傷等により、流失水、断水、赤水及び水質異常等のいずれか

が生じ、これにより市が第三者に損害賠償を行ったときは、当該損害賠償額の相当額を請求

するように規定しています。 

 

◆熊本県支部：八代市 

⑴当市でも同様に、修理費以外の請求はしておりません。 

⑵当市では損害賠償金等の取扱要領はございません。 

 

◆熊本県支部：益城町 

破損状況、破損管の口径、修繕までにかかった時間に応じた水代や時間外での対応の場合は、

出動した職員の時間外などを請求しています。工事費用については、業者間での対応としてい

ます。 

 

◆熊本県支部：御船町 

⑴本町においても貴市と同様の対応をしております。 

⑵損害賠償金等の取扱要領などは現在定めがありません。 

1）材料費 局が支給する材料の金額 

2）修繕委託料 修繕受託者の材料費、労力費及び諸経費の合計金額 

3）事務費（修繕精算、監督及び事務処理の費用をいう。） 第１号に掲げる材料費及び第

２号に掲げる修繕委託料の合計額の１０％ 

4）断水費 調査広報、仕切弁操作及び洗管の費用であって別記第 1 により算出されるも

の。【別記第１の概略は、断水調査広報、仕切弁操作、洗管などにかかる職員の労務

費。詳しくは「熊本市上下水道局配水管等の移設工事等及び破損修繕等の費用負担に

関する要綱」（以下、「熊本市移設及び破損要綱」と示す。）を参照】 

5）損失水量費 破損により流失した水量の対価であって別記第２により算出されるもの。

【別記第２の概略は、破損の状況（管の切断又は一部破損の区分）と管径に応じた１

分当たりの漏水量に時間を乗じたもの。詳しくは「熊本市移設及び破損要綱」を参

照。】 

6）消費税 第１号から第５号までの費用の合 計額に １００分の１０ を乗じて得た額

（１円未 満の端数は、切り捨てるものとする。） 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆宮崎県支部：宮崎市 

⑴宮崎市水道事業給水条例（昭和３４年条例第３号）第２７条第１項に（別紙１）基づき、

原因者に対し、委託費・事務費・損失水量費・その他特別な費用の合計額に消費税を加算し

て請求しています。 

⑵「管破損等に伴う修理費等及び移設工事費等の請求に係る事務取扱要綱」（別紙２）を参

照下さい。 

 

◆宮崎県支部：日南市 

当市におきましては、原因者に対し修理費以外を請求しております。 

ただし、事前の埋設物調査不足、工事施工内容の不備等の有無を確認したうえで、水道課職

員が漏水事故現場にて調整した場合に原則請求することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆宮崎県支部：川南町 

 「川南町水道管、ケーブル、施設等の損傷に係る復旧費並びに損失量に対する補償額に関す

る告示」を基に計算し、職員労務費及び損失水代を原因者へ請求しています。 

 

◆宮崎県支部：高千穂町 

⑴ ①労務費‥現場対応または断水広報に従事した職員の本俸時間単位に勤務時間を乗じた   

       額 

②水道料金‥流失水量を水圧、口径、流失時間により推計し、臨時用料金算表の従量料

金区分に当てはめて算出した額 

⑵配水管・給水管破損に伴う水道料金及び修繕費等の徴収に関する取扱い要綱 

  （平成 17年 12月 1日施行） 

 

◆宮崎県支部：三股町 

⑴本町では、修理費及び破損し流失した水道代、職員の人件費を併せて請求を行っています。

漏水量については、料金（320 円/㎥）×認定漏水量（㎥）とし、認定漏水量については、

漏水時間（ｈ）×推定流出水量（（㎥）口径による）で決定しています。職員人件費につい

ては、平日 8：30～17：00（1,800 円/ｈ）、平日時間外及び土日祝日 5：00～22：00（2,430

円/ｈ）、土日祝日 22：00～5：00（2,880 円/ｈ）とし、立会時間で計算をし、請求していま

す。 

 ⑵水道破損時の賠償請求等の取扱要領については定めがない為、他事業体を参考にさせてい

ただきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

算定方法 

①水道管破損等に伴う損失補償費算定の労務単価（平均給与日額） 

②算定の基礎（口径別労務費） 

③資材数別労務費 

④水道管標準吐出量早見表（漏水量） 

⑤工務係職員平均給与表 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆鹿児島県支部：鹿児島市 

⑴当市では、修理費以外に、漏水量を請求しております。また、正規時間外の場合は、職員

の人件費も請求しております。 

  ・漏水量については、管口径に応じた損失水量に管破損時から断水までの時間を乗じて計

算しております。 

  ・人件費については、現場到着から修理完了または洗管完了までの時間に１０分当たりの

一人当たりの単価を乗じて計算しております。（現場対応職員の人数分） 

 

◆鹿児島県支部：奄美市 

⑴本市においては、原因者に対し修理費以外を請求した事案はございません。 

⑵本市においては、第三者により、水道管等を破損した場合の損害賠償金等の取扱要領はご

ざいません。 

 

◆鹿児島県支部：志布志市 

⑴破損に伴う職員や周辺への影響によりますが、水道施設の毀損等に係る実費等徴収規程に

基づき、原因者に対して請求する事もあります。修理費用については、施工業者が直接原因

者に請求を行っております。修理費以外の費用につきましては、職員の出動費及び損失水道

料金を規程に基づき計算し、原因者に請求しております。 

  積算方法については別紙のとおりとなります。 

⑵損害賠償金等の取扱要領については、定めておりません。 

 

◆鹿児島県支部：南さつま市 

本市におきましても、修理費のみを請求しております。 

 

◆鹿児島県支部：長島町 

本町では、修理費のみ請求しております。 

 

◆沖縄県支部：糸満市 

 本市も同様に請求しておりません。 

「糸満市水道施設等の破損事故等に伴う損害賠償取扱要綱」があります。 

 

◆沖縄県支部：宜野湾市 

⑴貴市と同様に、修理費のみ請求しております。 

⑵取扱要領はありません。 

 

◆沖縄県支部：南城市 

⑴修理費以外を請求した事例はありません。 

⑵取扱要領はありません。 

 

◆沖縄県支部：南部水道企業団 

⑴原因者に対して修理費と破損時の水道代金を請求しています。 

⑵第三者による水道管等の破損賠償金等の取扱要領はございません。 

 

◆沖縄県支部：読谷村 

 修理費以外は請求しておりません 
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水道施設損傷事故に関する事務取扱について 
（趣旨）  

故意又は過失により諫早市上下水道局が管理する水道施設及び工業用水道施設(以下

「水道施設」という。)に損害を受けた場合において、民法第７０９条の規定に基づき、

その損害賠償を求める際の事務取扱について、必要事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

水道施設とは、水道法第 3 条第 8 項及び工業用水道事業法第 2 条第 3 項に規定する施

設をいう。 

 

１．損害賠償の範囲 

（１） 施設の原形復旧に要する工事費 

（２） 職員の労務費（現場立会い、断水作業などに要する人件費） 

（３） 漏水量、応急給水量、管洗浄水量に対する水代 

（４） 支給材料費（上下水道局が保有する修繕材料を支給した場合） 

（５）その他原形復旧に要した経費 

   

２．損傷事故の確認と原形復旧の指示 

水道施設を損傷した旨の報告を受けたときは、職員が直ちに現場を確認し、原因者に

対し、その負担において原形復旧工事の実施する旨を指示するものとする。 

 

３．事故報告書の提出 

損傷事故を確認した職員は、速やかに水道施設損傷事故報告書を原因者に提出させる

ものとする。 

 

４．原形復旧に要する費用の取扱い 

（１） 職員の労務費は、復旧に要した労務費とする。 

① 労務費は、労務単価に原形復旧に要した時間数を乗じた額とする。 

② 労務単価は、4月 1日時点における上下水道局水道課職員の勤務一時間当た

りの給与の平均額に時間帯毎の率を乗じて得た額とする。 

③ ②の時間帯毎の率は次のとおりとする。 

ア 勤務を要する日（月曜日～金曜日、ただし祝日、年末年始を除く） 

0:00～ 5:00    100 分の 150 

5:00～ 8:30    100 分の 125 

8:30～17:15    100 分の 100 

17:15～22:00    100 分の 125 

22:00～24:00     100 分の 150 
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イ 勤務を要しない日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始） 

0:00～ 5:00     100 分の 160 

5:00～22:00     100 分の 135 

22:00～24:00     100 分の 160 

④ 復旧に要した時間数は、上下水道局を出発した時刻から復旧を終えて帰局し

た時刻までとする。なお単位は 30 分単位とする。 

（２） 漏水量、応急給水量及び管洗浄に使用した水代の算出は、諫早市水道事業給

水条例第 25 条第 1 項又は諫早市工業用水道事業給水条例第 23 条第 3 号に規

定する料金を適用する。この場合における漏水量、応急給水量及び管洗浄水量

は、浄水場の配水流量計で積算した水量又は管口径計算により算出した水量に

よるものとする。 

   

（３）その他原形復旧に要した経費とは、広報車、給水車などの車輌費、安全対策費

用、その他に対応するために実施した経費のうち原因者に請求することが妥当

であると認められる経費。 
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水道管破損に伴う修繕費等の取扱に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，配水管，給水装置及びこれらの付属設備（以下｢配水管等｣という。）に，

損害を与えたものに対し請求する金額（以下「修繕費」という。）の算出について定めること

を目的とする。 

 

（修繕費等の算出方法） 

第２条 修繕費のうち配水管等の復旧に要した費用の算出方法は，佐賀市水道事業給水条例施

行規程（平成１０年水道事業管理規程第４号）（以下「規程」という。）第６条の規定を準用す

るものとする。・・・※ 

２ 前項のほか，次の費用を請求できるものとする。 

費   用 算出方法 

職員出動費 別表により算出した額 

損失水量費 別表により算出した額 

管洗浄費 受水槽及び配水管の洗浄用料金の徴収に関する規程別

表 

減免措置に対する補償費 減免により発生する損失に相当する額 

３ 前２項の費用に，消費税及び地方消費税を加算するものとする。 

 

（修繕費の納付期限） 

第３条 修繕費の納付期限は，規程第１９条の規定によるものとする。 

 

（協議） 

第４条 この要綱に定めること以外については，当事者にて協議するものとする。 

 

  附 則 

 この要綱は，平成１４年６月１日から施工する。 

 

※ 佐賀市水道事業給水条例施行規程 抜粋 

(工事費の算出方法) 

第 6条 条例第 9条の規定による給水装置工事費(以下「工事費」という。)は、次の事項によ

り算出した金額に消費税相当額を加えた合計額とする。 

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料価格を乗じて算出

する。 

(2) 労力費の歩掛は、管理者が別に定めるところによる。 

(3) 道路復旧費は、道路管理者が定める条件に基づき算出した数量に、管理者が別に定める

単価を乗じて算出する。 

(4) 間接経費は、資材費、労力費及び道路復旧費の合計額に 100分の 25以内を乗じた額とす

る。 
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   熊本市上下水道局配水管等の移設工事等及び破損修繕等の費用負担に関する要綱 

 

                        制定 平成１９年 ４月 １日水道事業管理者決裁 

                         改正 平成２１年 ４月 １日上下水道事業管理者決裁 

                            平成２１年 ９月 １日上下水道事業管理者決裁 

                            平成２２年１０月 １日管路維持課長決裁 

                            平成２６年 ４月 １日管路維持課長決裁 

                            令和 元年１０月 １日管路維持課長決済 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、上下水道局（以下「局」という。）が他事業者から依頼を受けて施工する配水管等（配水管、

送水管、導水管、給水管及びこれらに付属するものをいう。以下同じ。）の移設、仮設及び弁栓類の調整（以下

「移設工事等」という。）並びに工事等により破損した配水管等の修繕に要する費用の負担に関する取扱いにつ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（移設依頼書等の提出） 

第２条 移設工事等を局に依頼しようとする者（以下「工事依頼者」という。）は、移設依頼書等を局に提出する

ものとする。 

（移設工事等の範囲及び費用負担） 

第３条 局は、工事依頼者から提出された移設依頼書等を確認し、施工範囲を決定する。この場合において、当

該施工範囲は、移設工事等に要するすべての範囲とする。 

２ 道路管理者の監督処分及び私有地内誤配管を除き、移設工事等に要する費用等（以下「移設費」という。）は

工事依頼者が負担する。 

３ 局は、移設費を工事依頼者に請求する。 

（移設費の算出方法） 

第４条 移設費は次に掲げる費用等の合計額とする。 

  (1) 材料費 局が支給する材料の金額 

  (2) 工事費 工事受託者の材料費、労力費及び諸経費の合計金額 

  (3) 事務費（設計積算、精算、工事監督及び事務処理の費用をいう。） 第１号に掲げる材料費及び前号に掲

げる工事費の合計額の１０％ 

  (4) 断水費 調査広報、仕切弁操作及び洗管の費用であって別記第１により算出されるもの。 

  (5) 消費税 第１号から第４号までの費用の合計額に１００分の１０を乗じて得た額（１円未満の端数は、切

り捨てるものとする。） 

２ 前項第１号の材料費及び工事費については、既設の口径及び距離により算出する。 

（破損部分の修繕に要する費用負担） 

第５条 破損した配水管等の修繕に要する費用（以下「修繕費」という。）は、原因者が負担する。ただし、当該

配水管等の埋設が浅い場合その他局の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りでない。 

２ 修繕費は、破損部分のみを対象とする。 

３ 局は、修繕費を原因者に請求する。 

（修繕費の算出方法） 

第６条 修繕費は次に掲げる費用等の合計額とする。 

 (1) 材料費 局が支給する材料の金額 

  (2) 修繕委託料 修繕受託者の材料費、労力費及び諸経費の合計金額 

  (3) 事務費（修繕精算、監督及び事務処理の費用をいう。） 第１号に掲げる材料費及び第２号に掲げる修繕

委託料の合計額の１０％ 

  (4) 断水費 調査広報、仕切弁操作及び洗管の費用であって別記第１により算出されるもの。 

 (5) 損失水量費 破損により流失した水量の対価であって別記第２により算出されるもの。 

 (6) 消費税 第１号から第５号までの費用の合計額に１００分の１０を乗じて得た額（１円未満の端数は、切

り捨てるものとする。） 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる場合については、この要綱は適用しない。 
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(1) 国又は地方公共団体が依頼する工事の移設費について、法令その他に特別の定めがある場合 

(2) 移設費について、この要綱により難い特別な理由がある場合 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２１年９月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 
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別記第１ 

 

断水費の算出について 

 

１ 断水費について 

 断水費は、次の各号に定めるところによる。 

（1） 断水を必要とする工事でバルブを閉め始めてから洗管完了までの時間（以下「断水時間」という。）が

２時間以内の場合 

昼間（午前５時から午後１０時） 断水調査広報費＋（仕切弁操作費＋洗管費）…① 

夜間（午後１０時から午前５時） 断水調査広報費＋（仕切弁操作費＋洗管費)×１．５…② 

  ※断水が昼間と夜間にまたがる場合は、上記のうち断水時間が多い方の区分で断水費を算出する。 

（2） 断水時間が２時間を超える場合（断水時間は１時間を単位とし、１時間に満たない部分は１時間とみな

す。) 

昼間 ①＋（断水時間－２時間）×労務単価 

夜間 ②＋（断水時間－２時間）×労務単価×１．５ 

  ※断水が昼間と夜間にまたがる場合は、上記のうち断水時間が多い方の区分で断水費を算出する。 

２ 断水費を算出するための労務単価及び費用の設定について 

（1） 労務単価 

 断水費を算出するための１時間当たりの労務単価を次のように設定する。 

（計算式） １時間当たりの労務単価＝局監督費×３／７．７５…①  

    （説明） 断水にかかるすべての作業は３人体制で昼間行うものとする。 

 （2） 費用 

ア 断水調査広報費＝①×２ 

（説明） 断水の調査広報時間を１時間、移動時間を１時間、計２時間とする。 

イ 仕切弁操作費＝① 

（説明） 仕切弁の操作平均個数を５個とすると、１ヶ所あたりの操作時間を１０分、移動と仕切弁操

作を含めて１時間とする。 

   ウ 洗管費＝① 

（説明） 洗管放水時間を１時間とする。 
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別記第２ 

 

損失水量費の算出について 

 

（目 的） 

配水管等を破損した原因者に対し請求する損失水量費の算出方法について定めるものである。 

（定 義） 

損失水量とは、破損により流失した水量をいう。 

（補償の範囲） 

損失水量費は、損失水量のみの対価とし、諸経費に相当するものは計上しない。 

（損失水量の認定） 

（1）損失水量の認定は、次の２種類とする。 

ア 管を切断した破損の場合（以下「Ａ破損」という。） 

イ 管を一部損傷した破損の場合（以下「Ｂ破損」という。） 

（2） 漏水時間の認定は、１０分単位とする。 

（3） 損失水量は、別表１（基準損失水量表）の漏水量に漏水時間を乗じて得た数値（以下「基本数値」と

いう。）の小数点第１位を四捨五入した数値とする。ただし、１立方メートル未満の基本数値の場合は、

損失水量を１立方メートルとする。 

（4） 原因者が管の埋設調査・立会い等を実施した区間において、位置確認等が不可能な使用廃止管等の破

損の場合は、損失水量を認定しない。 

（損失水量費の算定単価） 

 損失水量費の算定単価は、次の各号に掲げる配水管等の口径の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金

額を１００分の１０で除して得た金額とする。 

(1)  ２５ミリメートル以下 熊本市水道条例第２６条の表第５段上欄の金額 

(2)  ４０ミリメートル以上 熊本市水道条例第２６条の表第４段下欄の金額 

（請求の方法） 

費用は、水道修繕料金等納入通知書にて請求する 

 

基準損失水量表            別表1 

配水管等 

口径 

漏 水 量 （立方メートル／分） 

A 破 損 B 破 損 

１３ミリメートル ０．０３４４５８ Ａ×１／２ 

２０ミリメートル ０．１０４５９８  〃 

２５ミリメートル ０．１８５５９２ 〃 

４０ミリメートル ０．５０３７６０ Ａ×１／３ 

５０ミリメートル ０．８９４６００ Ａ×１／４ 

７５ミリメートル １．３７４４１４ 〃 

１００ミリメートル ２．９１０３３６ 〃 

１５０ミリメートル ８．１６７６３５ 〃 

２００ミリメートル １６．９０６９８８ 〃 

２５０ミリメートル ３０．０９３２４９ 〃 

３００ミリメートル以上の管については、破損状況に応じて計算する。 

損失水量は、Ｗｅｓｔｏｎの公式より 

 

 

  Ｄ 口径 メートル        Ｖ 流速 メートル／秒   Ｇ 重力の加速度 ９．８ 
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  Ｈ 管の摩擦損失水頭 メートル  Ｌ 管長 メートル 

 

VDQ  2

4


 

 

ただし、口径１３ミリメートルより口径２５ミリメートルまでは上の式で 

条件をＨ＝１５メートル、Ｌ＝１０メートルで動水勾配は１,５００とする。 

 

口径４０ミリメートルより口径５０ミリメートルまでは上の式で 

条件をＨ＝１５メートル、Ｌ＝１５メートルで動水勾配は１,０００とする。 

 

 口径７５ミリメートルより口径２５０ミリメートルまでは 

水道施設設計指針（２０００）Ｐ４５６排水量換算表 

 

H

D

L
DQ









06.1

43.4

4

2
 

λ 管摩療損失係数 Ｌ 管長  Ｈ 水管水圧 メートル 

条件  Ｌ＝２５メートル  Ｈ＝２５メートル 

 

管径 ７５ １００ １５０ ２００ ２５０ 

λ ０．０５ ０．０４５ ０．０４０ ０．０３６ ０．０３１ 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 
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○志布志市水道事業水道施設の毀損等に係る実費等徴収規程 

平成20年３月12日 

水道事業管理規程第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、水道施設を毀損する行為又は水道管の補強その他水道管

の現状を変更する必要を生じさせた行為（以下「毀損等」という。）に係る

実費等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「水道施設」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 市が所有する水道導水管、送水管、配水管及び給水管 

(2) 前号に掲げるものに附帯する仕切弁、空気弁、消火栓等の諸施設 

(3) 志布志市水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）

が布設した配水管から分岐して設けられた給水管 

（工事の事前協議） 

第３条 管理者が施行する水道施設工事以外の工事の発注者又は施工者は、水

道施設に与える影響について、工事着手前に工事内容及び施工方法を管理者

と協議しなければならない。 

（毀損等の通報等） 

第４条 水道施設に毀損等を与えた者は、直ちに管理者に通報し、その指示を

受けなければならない。 

２ 前項に規定する水道施設毀損等事故の対応後、水道施設に毀損等を与えた

者は、速やかに水道施設毀損等事故報告書（別記様式）により、事故の原因、

事故後の対応等について管理者に報告しなければならない。 

（実費等の原因者負担） 

第５条 管理者は、水道施設に毀損等を与えた者に対し、別表により算出した

実費等を徴収することができる。 

（事故対応） 

第６条 土木工事等の発注者は、施工者と連携して水道施設毀損等事故の対応

に努めるものとする。 

（実費等徴収の対象外） 

第７条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第５条に規定する

実費等を徴収しない。 

(1) しゅん工後に地盤沈下等により水道施設に毀損等を与えた場合 

(2) 職員が現場立会いを行ったにもかかわらず、水道管の深さ、位置等が確

認できなかったため水道施設に毀損等を与えた場合 

(3) 職員の現場立会い中に水道施設に毀損等を与えた場合。ただし、管理者
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の指示に従わず毀損等を与えた場合は、この限りでない。 

(4) 前３号に定めるもののほか、不可抗力と管理者が認める場合 

（納付） 

第８条 第５条に規定する実費等は、管理者が発行する納付書により、管理者

が請求した日から30日以内に納めなければならない。 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、実費等の徴収に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

この規程は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月30日水道事業管理規程第６号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式（以下「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によ

るものとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和４年３月31日水道事業管理規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式（以下「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によ

るものとみなす。 

３ この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

別表（第５条関係） 

毀損等に係る徴収区分及び徴収額 

区分 説明及び徴収額 

工事費 復旧工事に要する費用一式（材料費、労務費、道路復旧費、

諸経費等） 

出動費 直接工事の監督又は指導等に従事した職員の出動費として次

により算出した費用 

管理者が定める労務単価により算出した1時間当たりの単価
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（土木一般世話役日単価／8時間）×実働時間×出動人数 

損失水道料金 次により算出した水道料金 

損失水道料金＝漏水水量×従量料金（志布志市水道給水条例

（平成18年志布志市条例第185号）別表第1に規定する臨時用

の従量料金をいう。以下同じ。） 

上記により難い場合は、次により算出した費用の合計 

(1) 漏水水道料金 

（漏水損失水量×漏水時間＋洗管に要した水量）×従量

料金 

(2) 給水水道料金 

給水に要した水量×従量料金 

備考 

１ 漏水水量は、漏水の時間帯の配水量と漏水があった日の前後５日間の

同時間帯の平均配水量との差とする。ただし、大規模漏水の場合は、漏

水があった日の配水量とその日の前後５日間の平均配水量との差とする。 

２ 実働時間、漏水時間及び漏水の時間帯は、毀損等事故の発生から修理

完了までの時間とする。 

３ 漏水損失水量は、次により算定した水量とする。 

(1) 毀損管口径25ミリメートル以下 

口径 

(mm) 

延長 

(m) 

基準水圧 

(m) 

流速 

（m／s） 

損失水量 

（m3／min） （m3／h） 

13 7.0 30.0 7.49 0.06 3.58 

20 10.5 30.0 7.88 0.15 8.91 

25 21.5 30.0 6.07 0.18 10.73 

算定基準 

ウエストン公式による算定 

 

算式の符号 

H 基準水圧(m) 

V 流速（m／s） 

D 口径(m) 
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L 延長（平均２m＋附属設備直管換算長） 

g 重力加速度（9.8m／s２） 

I 動水勾配（‰） 

h 分水栓等損失(m) 

Q 流量（m３／s） 

給水用具の標準使用水量 

給水用具の口径 (mm) 13 20 25 

標準使用水量 （ι／min） 17 40 65 

（ι／sec） 0.283 0.667 1.083 

各種給水用具等による損失水頭の直管換算長の算出 

給水用具の口径 (mm) 13 20 25 

分水栓損失 （m／個） 1.1 0.7 0.8 

メーター損失 （m／個） 1.0 1.5 3.5 

分水栓等損失計h (m) 2.1 2.2 4.3 

動水勾配I （‰） 420 260 220 

直管換算長L（L＝h／I×1000） (m) 5.0 8.5 19.5 

延長 (m) 7.0 10.5 21.5 

(2) 毀損管口径30ミリメートル以上 

ア 亀裂又は折損の場合 

破損長 

(mm) 

流量係数 面積 

（m2） 

流速 

（m／s） 

損失水量 

（m3／min） （m3／h） 

10 0.62 0.0001 24.25 0.09 5.41 

20 0.62 0.0002 24.25 0.18 10.83 

30 0.62 0.0003 24.25 0.27 16.24 

40 0.62 0.0004 24.25 0.36 21.65 

50 0.62 0.0005 24.25 0.45 27.06 

60 0.62 0.0006 24.25 0.54 32.48 

70 0.62 0.0007 24.25 0.63 37.89 

80 0.62 0.0008 24.25 0.72 43.30 

90 0.62 0.0009 24.25 0.81 48.71 

100 0.62 0.0010 24.25 0.90 54.13 

（注）亀裂幅は10ミリメートルとし、破損面積は破損長に破損幅10ミリメー

トルを乗じて得た数値とする。 
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イ 孔が生じた場合 

破損長 

(mm) 

流量係数 面積 

（m2） 

流速 

（m／s） 

損失水量 

（m3／min） （m3／h） 

10 0.62 0.00008 24.25 0.07 4.33 

20 0.62 0.00031 24.25 0.28 16.78 

30 0.62 0.00071 24.25 0.64 38.43 

40 0.62 0.00126 24.25 1.14 68.20 

50 0.62 0.00196 24.25 1.77 106.09 

60 0.62 0.00283 24.25 2.55 153.18 

70 0.62 0.00385 24.25 3.47 208.39 

80 0.62 0.00503 24.25 4.54 272.25 

90 0.62 0.00636 24.25 5.74 344.24 

100 0.62 0.00785 24.25 7.08 424.89 

算定基準 

オリフィスの定義による算定 

 

算式の符号 

Q 流量（m３／s） 

Cv 流速係数（Cv≒0.95～0.99） 

Cc 収縮係数（Cc＝a０／a≒0.60～0.70） 

a 断面積（m２） 

V 流速（m／s） 

C 流量係数（C＝Cv×Cc≒0.60～0.64） 

g 重力加速度（9.8m／s２） 

H 基準水圧(m)。配水管内平均圧力を30メートルとする。 

４ 洗管に要した水量は、１時間当たり10立方メートルを基準とし、毀損

等事故に伴い水道使用者に対し水道料金の減額を行ったときは、その減

額となる対象水量を加算する。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

 

７ 受託業者による所有者との直接調整について 

（沖縄県支部：那覇市） 

本市では、漏水調査の受託業者は給水管の漏水を発見した場合、その建物の所有者に対

し修繕に向けた調整までは行わない。同様の業務委託を外注している事業体で、受託業者に

建物の所有者と直接調整を行っているケースがあれば、どのような内容で調整させているか

ご教示願いたい。また、特記仕様書等に記載している場合はその文言も併せてご教示願いた

い。 

 

 

◆福岡県支部：福岡市 

本市の漏水調査の受託業者は、基本的に漏水の修繕について所有者との調整は行っておりま

せんが、一部事前確認を行っています。 

内容としては、以下のとおりです。 

○ 地権者の住所、氏名、連絡先。 

○ 掘削及び一時的な断水を伴う修繕が発生する。 

○ 宅地内の復旧は、現況復旧としている。 

○ 給水管漏水は、所有者からの依頼を受けた場合において、市の負担で応急修繕を行って

いる。 

※これらは、修繕部署に引き継ぐにあたっての一般的な確認事項としており、修繕箇所、方

法、日程等の詳細については修繕部署にて調整を行っています。 

 

◆福岡県支部：北九州市 

本市では、漏水を発見した場合、基本的には受託業者が漏水有りのチラシを投函しています。

ただし、所有者が在宅している場合は声掛けして、漏水位置の確認をしてもらい、チラシを手

渡ししています。受託業者は修繕の調整は行っておらず、水道メーターから配水管側の漏水で

市が修理できる場合は、後日、本市と契約している緊急業者が所有者と調整し、修繕を行いま

す。 

 

◆福岡県支部：飯塚市 

 漏水調査の受託業者は、建物の所有者と直接修繕に向けた調整は行っておりません。 

 

◆福岡県支部：古賀市 

本市において本管～メーター器間で漏水を発見した場合、職員で修繕の調整を行っています。 

 

◆福岡県支部：みやま市 

 本市では漏水調査の受託業者が直接調整までは行っておりません。 

 

◆大分県支部：国東市 

本市では、委託業者が建物の所有者と直接調整をしているケースはありません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆大分県支部：佐伯市 

当市では、建物の所有者に対する修繕の調整は、基本的には職員が行っています。 

主な内容としては、「修繕する部分に関して所有者の負担になる」等の説明については、口頭

のトラブル等が発生する可能性があるため、委託業者に負担させる内容では無いと考えていま

す。 

ただし、軽微な内容や現地で所有者と顔を合わせた際に、委託業者が回答できる範囲では対

応をお願いしている状況です。 

なお、当市と委託業者との契約内容（仕様書・特記仕様書）には所有者との調整に関する記述

はしていません。 

 

◆大分県支部：竹田市 

本市も貴市と同様に、受託業者は建物の所有者に対し修繕に向けた調整までは行いません。 

 

◆大分県支部：中津市 

本市においても受託業者が直接調整までは行っておりません。 

 

◆大分県支部：姫島村 

 当村では業務委託を行なっておりませんが、漏水を発見した場合は所有者への報告を行ない、

管轄外の場合は民間業者への連絡を進言しております。 

 

◆長崎県支部：長崎市 

本市においては、貴市と同様、漏水調査を業者に委託しておりますが、修繕に向けた調整は

局職員が行っています。 

 

◆長崎県支部：佐世保市 

委託による漏水調査は実施しておりません。 

 

◆長崎県支部：諫早市 

本市で事例はありません。 

 

◆長崎県支部：大村市 

本市でも、受託業者では調整等はしておりません。所有者に対して職員で調整している状況

です。 

 

◆長崎県支部：島原市 

本市においても、漏水調査業務受注者が漏水している給水管を発見しても直接所有者に対し

て修繕に向けた調整を行わせていません。漏水箇所を発見した場合はマーキングし、書面にて

報告させたのち、職員にて現場確認するようにしています 

 

◆佐賀県支部：佐賀市 

当市では、計画的な漏水調査は行っておりません。 

 

◆佐賀県支部：伊万里市 

当市では漏水調査の受託業者が給水管の漏水を発見した場合、その建物の所有者に対し修理

に向けた調整までは行っておりません。 
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令和６年度漏水防止講習会（計画部門） 

◆佐賀県支部：唐津市 

当市では、量水器１次側の給水管まで修繕対象としています。調整についても維持管理包括

的受託者にて行っております。 

また、要求水準書は以下の通りに記載しています。 

「漏水の発見及び通報があった際、直ちに現場を調査し、修理の計画及び工事の手配を行う

こと。また、民地内における漏水については、委託者が修理可能な範囲（メーターまで）かど

うかを確認して、水道使用者等に十分な説明を行ったうえで着手すること。判断が難しい場合

は、委託者と協議のうえ、現場着手すること。」 

 

◆熊本県支部：熊本市 

 漏水調査業務委託は本市においても実施しております。 

給水管のメーター上流側の漏水を発見した場合については、受託業者は漏水のお知らせまでを

行い、修繕に向けた調整は、受託業者からの報告表をもとに職員にて修理承諾を行い、その後

修理をしております。そのため、漏水調査の受託業者が直接調整を行っていないため、仕様書

への記載などは行っておりません。 

また、給水管のメーター下流側の漏水については、メーター検針時にお客様に対しお知らせ

までを別で行っておりますが、修繕に向けた調整までは行っておりません。 

 

◆熊本県支部：人吉市 

事例なし 

 

◆熊本県支部：八代市 

当市では該当するケースはございません。 

 

◆熊本県支部：益城町 

 発見した漏水については、受託業者での調整は行わず、町で調整をして修繕しています。 

 

◆熊本県支部：御船町 

本町においては、漏水調査受託事業者に発見後の工事調整を行わせておりません。 

 

◆宮崎県支部：宮崎市 

本市では、漏水調査の受託業者からの報告を受け、職員において修繕に関する対応と取って

います。 

 

◆宮崎県支部：日南市 

当市におきましては、漏水調査の受託者に漏水修繕に向けた調整は行わせず、水道課職員で

調整しております。 

 

◆宮崎県支部：川南町 

 該当ありません。 

 

◆宮崎県支部：高千穂町 

 受託業者による所有者との直接調整は行っておりません。 
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◆宮崎県支部：三股町 

 本町では、受託業者が漏水を発見した際、町職員への電話連絡又は報告書での報告のみであ

り、所有者等との調整は行っておりません。 

 

◆鹿児島県支部：鹿児島市 

 当市におきましては、調査で発見された漏水修繕に関する建物所有者等との調整は職員が行

っております。なお、所有者との調整については、特記仕様書等に記載していません。 

 

◆鹿児島県支部：奄美市 

本市においては、漏水調査の受託業者が給水管の漏水を発見した場合、所有者に対して修繕

に向けた調整は、おこなっておりません。 

 

◆鹿児島県支部：志布志市 

本市についても、受託業者による所有者との直接調整は、行っておりません。水道課職員と

所有者で調整を行っております。 

 

◆鹿児島県支部：南さつま市 

本市におきましても、受託業者と所有者との調整は行っておりません。 

 

◆鹿児島県支部：長島町 

本町では、水道課職員が漏水調査を行っているため、同様の事例はありません。 

 

◆沖縄県支部：糸満市 

 本市でも同様に漏水調査受託業者は漏水調査までが業務範囲となっており、漏水修繕に関し

ては、別途修繕等を委託している業者が所有者や道路管理者との調整を行っております。修繕

業者が調整を行う場合は事前に職員へ相談があり、内容によっては職員も同席します。基本的

に文面で漏水修繕に関する事項を伝えますが、場合によっては口答で説明して即時復旧もあり

ます。 

 

◆沖縄県支部：宜野湾市 

 本市では、漏水調査業務も含めた維持管理業務を包括業務委託しているため、受託者にて漏

水調査、調整、修理を行っております。所有者との調整の中で、解決が難しい場合は局職員が

対応しております。 

 

◆沖縄県支部：南城市 

 当市においても同様に、所有者に対し修繕に向けた調整までは行っていません。 

 

◆沖縄県支部：南部水道企業団 

 当企業団においても漏水調査の受託業者は修繕などの調整は行いません。 

 

◆沖縄県支部：読谷村 

 本村では、そのような事例はありません。 
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